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～
国
民
年
金
の
免
除
制
度
～

～
国
民
年
金
の
免
除
制
度
～

助けあい、 支えあう助けあい、 支えあう

「年金」 って「年金」 って

とっても大事とっても大事

　　

国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
に
保

険
料
の
納
付
が
難
し
い
場
合
、
免

除
・
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。
内
容
を
確
認
し
た
上
で
申
請

等
、
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
免
除
・
猶
予
の
申
請
は
、
毎
年

　

必
要
で
す
。

保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
制
度

　

本
人
、
世
帯
主
、
配
偶
者
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
や

失
業
し
た
場
合
な
ど
、
保
険
料
納

付
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
は
、

申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
、
保
険

料
納
付
が
免
除
に
な
り
ま
す
。

※
免
除
の
割
合
に
応
じ
て
、
受
給

　

額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

手
続
に
必
要
な
も
の

・
基
礎
年
金
番
号
又
は
マ
イ
ナ
ン

　

バ
ー
の
わ
か
る
も
の

・
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
が
離

　

職
し
た
場
合
、
雇
用
保
険
受
給

　

資
格
者
証
等
の
写
し
、
又
は
雇

　

用
保
険
者
被
保
険
者
離
職
票
の

　

写
し

学
生
納
付
特
例
制
度

　

４
月
か
ら
翌
年
３
月
を
１
年
と

し
、
学
生
本
人
の
前
年
所
得
に
基

づ
き
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と

保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

※
学
生
納
付
特
例
制
度
の
申
請
は
、

　

４
月
か
ら
受
付
開
始
と
な
り
ま
す
。

手
続
に
必
要
な
も
の

・
基
礎
年
金
番
号
又
は
マ
イ
ナ
ン

　

バ
ー
の
わ
か
る
も
の

・
在
学
期
間
が
わ
か
る
在
学
証
明

　

書
又
は
学
生
証
（
裏
面
に
有
効

　

期
限
、
学
年
、
入
学
年
月
日
の

　

記
載
が
あ
る
場
合
は
裏
面
も
含
む
）

保
険
料
が
未
納
の
場
合

　

障
害
や
死
亡
等
の
不
慮
の
事
態

が
発
生
し
た
と
き
、
障
害
年
金
や

遺
族
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
又
は

老
齢
年
金
を
将
来
的
に
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先

市
民
保
健
課
国
保
年
金
係

（
東
本
郷
庁
舎
窓
口
③
）
☎
㉒
３
９
２
２

三
島
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

☎
０
５
５
‐
９
７
３
‐
１
１
６
６

国民年金保険料免
除制度（市 HP）

学生納付特例
（市 HP）

　

３
月
か
ら
４
月
に
多
い
就
職
や

退
職
、
住
所
変
更
に
伴
い
、
健
康

保
険
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
社

会
保
険
等
の
加
入
、
脱
退
の
手
続

き
は
職
場
等
行
わ
れ
ま
す
が
、
国

民
健
康
保
険
は
、
ご
自
身
で
手
続

き
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
切

替
え
忘
れ
の
な
い
よ
う
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
す
る
場

合
で
も
、
引
続
き
加
入･

脱
退
の

手
続
き
は
必
要
で
す
。

届
出
が
遅
れ
た
場
合

　

加
入
の
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、

医
療
機
関
で
の
支
払
い
が
10
割
負

担
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
を
数

か
月
分
ま
と
め
て
納
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
脱
退
の
手
続
き
が
遅
れ
る

と
、
国
民
健
康
保
険
税
と
社
会
保

険
料
を
二
重
に
支
払
っ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

学
生
の
場
合

（
毎
年
４
月
に
更
新
手
続
が
必
要
）

　

市
外
に
住
所
を
変
更
す
る
学
生

の
た
め
に
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利

用
登
録
状
況
に
応
じ
て
学
生
用
の

資
格
確
認
書
又
は
資
格
情
報
の
お

国
民
健
康
保
険
の
手
続
き

は
ご
自
身
で
‼

知
ら
せ
を
交
付
し
ま
す
。
該
当
す

る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
既
に
学
生
用
の
資
格
確
認
書

等
を
持
っ
て
い
る
方
に
は
、
３
月

中
に
更
新
手
続
の
お
知
ら
せ
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
速
や
か
に
届
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

市
民
保
健
課
国
保
年
金
係

（
東
本
郷
庁
舎
窓
口
③
）
☎
㉒
３
９
２
２

□他の市町村から転入した
→加入手続きが必要
手続きに必要な物：身分証明書

□他の市町村に転出する
→脱退手続きが必要
手続きに必要な物：
身分証明書、国保の資格確認書等

□職場の保険をやめた（扶養含）
→加入手続きが必要
手続きに必要な物：
身分証明書、職場の保険をやめた証明書

□職場の保険に加入した
→脱退手続きが必要
手続きに必要な物：
身分証明書、国保と職場の資格確認書   
等又は職場の保険に入った証明書

□資格確認書等をなくした
→再発行手続きが必要
手続きに必要な物：身分証明書

□大学などの進学のために転出する
→切替手続きが必要
手続きに必要な物：
身分証明書、国保の資格確認書等、学生 
証か在学証明書

　

今
年
で
第
87
回
を
迎
え
る
黒
船

祭
で
は
、
左
記
日
程
に
て
商
店
街

開
国
市
を
開
催
し
ま
す
。
当
日
、

運
営
に
協
力
い
た
だ
け
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。
内
容
を

確
認
の
上
、
申
込
み
く
だ
さ
い
。

日
時　

５
月
15
日
（
金
）、
16
日

（
土
）、
17
日
（
日
）

※
各
日
10
時
～
19
時

※
時
間
帯
の
調
整
可

対
象　

中
学
生
以
上

募
集
人
数　

20
名
程
度

内
容

・
ス
テ
ー
ジ
運
営
サ
ポ
ー
ト

・
ブ
ー
ス
販
売
サ
ポ
ー
ト

・
清
掃
サ
ポ
ー
ト
等

特
典

・
開
国
市
ス
タ
ッ
フ
Ｔ
シ
ャ
ツ

・
お
弁
当

※
学
生
に
は
、
公
式
ボ
ラ
ン
テ
ィ

　

ア
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

申
込
期
限　

４
月
17
日
（
金
）

問
合
せ
先

商
店
街
開
国
市
事
務
局

（
下
田
商
工
会
議
所
内
）
☎
㉒
１
１
８
１

※
平
日
10
時
～
16
時

第 87 回黒船祭
商店街開国市

ボランティアを

募集します

申込みフォーム
（Google フォーム）

～
国
民
健
康
保
険
の

手
続
き
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
～

あなたの身近な相談者　民生委員児童委員あなたの身近な相談者　民生委員児童委員

　

令
和
７
年
11
月
末
の
任
期
満
了

に
伴
い
、
民
生
委
員
児
童
委
員
の

一
斉
改
選
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今

後
３
年
間
、
新
任
・
再
任
の
民
生

委
員
児
童
委
員
が
、
地
域
住
民
の

福
祉
の
支
援
者
と
し
て
活
動
を
し

て
い
き
ま
す
。

地
域
の
暮
ら
し
を
見
守
る

さ
ま
ざ
ま
な
活
動

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、「
社

会
奉
仕
の
精
神
」
と
「
守
秘
義
務
」

を
前
提
に
、
住
民
の
立
場
に
寄
り

添
っ
た
福
祉
相
談
や
地
域
の
見
守

り
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

主
な
活
動
は
、
日
常
生
活
で
支

援
を
必
要
と
し
て
い
る
方
々
の
相

談
に
応
じ
、
行
政
や
事
業
者
と
の

橋
渡
し
役
と
し
て
、
市
民
の
皆
さ

ん
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し

て
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
支
援
し

て
い
く
こ
と
で
す
。

　

民
生
委
員
児
童
委
員
に
つ
い
て

詳
し
く
知
り
た
い
方
は
、
福
祉
事

務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

新しい
 民生委員児童委員

が決まりました

民生委員児童委員一覧（任期：令和７年 12 月１日～令和 10 年 11 月 30 日）

担当地区 氏名 担当地区 氏名

住 吉 ※ 河 内 石橋　敬一郎

住 吉 田中　紀恵 河 内 清水　一二三

新 田 高本　淳子 蓮 台 寺 平井　幸逸

大 和 稲葉　一三雄 蓮 台 寺 鈴木　啓子

港 ※ 大 沢 金崎　洋一

中 央 原田　恵子 落合・箕作 鈴木　信之

大 坂 植松　正夫 須 原 １ 土屋　渉

弥 七 喜 中村　彰 須原２・宇土金 竹内　浩

広 岡 東 半田　洋美 北湯ケ野・椎原 ※

広 岡 西 ※ 加 増 野 富永　則子

広 岡 西 ※ 横川・相玉・荒増 ※

広 岡 西 ※ 柿 崎 鈴木　孝子

岩 下 ※ 柿 崎 高橋　福好

岩 下 小川　志津子 外 浦 藤井　平一

岩 下 渡邉　晴子 須 崎 土屋　達治

岩 下 野田　祥子 須 崎 鈴木　大然

東 本 郷 ※ 原 田 ※

東 本 郷 辻村　公美惠 原 田 武藤　信夫

西 本 郷 ※ 長 田 正田　成彦

西 本 郷 石田　玲子 板 戸 鈴木　齊昭

西 本 郷 松本　定 吉 佐 美 山田　美晴

高 馬 渡邊　真喜代 吉 佐 美 ※

西 中 村山　正 吉 佐 美 土屋　鶴代

中 ２ ※ 大 賀 茂 田原　整

東 中 小泉　悟 大 賀 茂 八田部　豊彦

立 野 鈴木　桂子 田 牛 渡邉　石男

河 内 ※ ※印の地区は、現在欠員となっています。

◎主任児童委員
浜崎・白浜 稲葉　いそ江 下田・朝日 加嶋　五十鈴 稲生沢・稲梓 髙橋　佐枝子

問合せ先：福祉事務所社会福祉係（東本郷庁舎窓口⑥）㉒２２１６


